
 

 

 

宮崎海岸侵食対策検討委員会 第１０回技術分科会 

 

本日の技術分科会について 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国土交通省・宮崎県 

平成２６年９月２６日 

 

  

資料 10－Ⅰ 



 

 

目 次 

第 1 章 第 10 回技術分科会の検討目的 .............................. 1 

1.1 検討目的 ..................................................... 1 

1.2 検討項目 ..................................................... 2 

第 2 章 第９回技術分科会における埋設護岸の検討状況 ............... 3 

2.1 埋設護岸の設置目的 ........................................... 3 

2.2 第９回技術分科会における埋設護岸の検討結果 ................... 5 

第 3 章 第 23 回宮崎海岸市民談義所の報告 ......................... 20 

 

  



1 
 

 

第1章  第 10 回技術分科会の検討目的  

 

1.1  検 討 目 的   

前回の第 9 回技術分科会(平成 26 年 8 月 15 日開催)では、平成 26 年 7 月末より来

襲した台風 12 号及び台風 11 号に伴う高波浪においても、浜崖が後退することを防

ぐことはできたものの、施工箇所南部の約 300m 区間一部において発生した変状の実

態、推定される原因について検討するとともに、現場の安全性の評価及び今後の対応

方針について検討した。 

本日の第 10 回技術分科会では、第 9 回技術分科会以降に実施した詳細調査及び解

析に基づく埋設護岸の効果及び一部区間に発生した変状について検討するとともに、

現場の安全性を確保し、埋設護岸の本来の機能を回復するための対策工について検

討する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－ 1.1 台風 11 通過後の現地の状況  

多くの箇所でサンドパックが露出

・波浪は作用するものの浜崖後退
は生じていない 

・背後養浜も概ね安定 
 

埋設護岸施工範囲（大炊田海岸） L=1,580m 

アスファルトマットめくれ等

サンドパック損傷H26.1 撮影（サンドパック設置完了時）
②

① H26.8.12 撮影

② H26.8.12 撮影

①

埋設護岸の変状概要（8 月 10 日時点）

浜崖後退なし

L=300m 

N 
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1.2  検 討 項 目  

(1)  埋設護岸の変状について(詳細調査結果) 

 これまで実施した詳細調査の内容及び結果を報告する。  

 

(2)  変状原因の推定 

 詳細調査結果及び既往の知見等も踏まえ、埋設護岸に発生した変状のメカニズム

を推定する。  

 

(3)  現場の安全性の確保について 

 これまで講じた安全対策について報告するとともに、全区間開放に向けた手順・

スケジュールについて検討する。  

 

(4)  機能回復のための対策工 

 変状した埋設護岸の本来の機能を回復するための具体的な対策について、推定メ

カニズムや現存する埋設護岸の状況も考慮して検討する。  

 さらに、今年度、埋設護岸の新規設置を予定している住吉海岸北部(動物園東)に

ついて、今回の埋設護岸の変状を踏まえた配置計画，構造について検討する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－ 1.2 埋設護岸の断面イメージ  

①

②③

②前方下段 ③後方下段

①上段 
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第2章  第９回技術分科会における埋設護岸の検討状況  

 

2.1  埋 設 護 岸 の 設 置 目 的  

宮崎海岸では、第 9 回宮崎海岸侵食対策検討委員会（平成 23 年 8 月 22 日）におい

て「宮崎海岸保全の基本方針」が承認され、第 10 回宮崎海岸侵食対策検討委員会（平

成 23 年 12 月 13 日）において“宮崎海岸トライアングル及び宮崎海岸ステップアッ

プサイクルを継続しながら事業を進めること”という条件付きで、「宮崎海岸の侵食

対策」が承認された。さらに、第 12 回宮崎海岸侵食対策検討委員会（平成 25 年 9 月

18 日）において、埋設護岸に浜崖後退抑止工(サンドパック)を採用したことを受けて

一部、修正されている（次頁参照）。  

埋設護岸は、この「宮崎海岸の侵食対策」のうち、機能③：浜崖頂部高の低下を防

ぐ対策であり、越波・浸水の防止に対し、自然堤防として重要な役割を果たす砂丘の

高さを確保することを目的に設置するものである（図－  2.1 参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－ 2.1 機能③：浜崖頂部高の低下を防ぐ対策の概要 

イメージ図拡大 
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◆第 9 回宮崎海岸侵食対策検討委員会(平成 23 年 8 月 22 日開催)において承認された

「宮崎海岸保全の基本方針」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆第 10 回宮崎海岸侵食対策検討委員会(平成 23 年 12 月 13 日開催)において承認され、

第 12 回宮崎海岸侵食対策検討委員会(平成 25 年 9 月 18 日開催)に一部修正された「宮

崎海岸の侵食対策」 
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2.2  第 ９ 回 技 術 分 科 会 に お け る 埋 設 護 岸 の 検 討 結 果  

前回の第 9 回技術分科会(平成 26 年 8 月 15 日開催)では、平成 26 年 7 月末より来

襲した台風 12 号及び台風 11 号に伴う高波浪において、施工箇所南部の約 300m 区間

一部において発生した変状の実態、推定される原因について検討するとともに、現場

の安全性の評価及び今後の対応方針について検討した。  

主な検討結果は下記のとおりである。  

 

 

 

 

 

 

  

①埋設護岸は一部変状したが、変状した箇所も含めた全域(L=1,580m)にお

いて、「浜崖の後退を抑制する」という当初目的を達していたことを確

認した。  

②台風 11 号通過前にサンドパック袋材が損傷した要因については、アス

ファルトマットの不等沈下により下段サンドパックが変形したことが

想定された。なお、洗掘防止工の不等沈下の要因としては、急激な侵食

やアスファルトマット下の異物 (消波ブロック等 )が原因である可能性

が示された。  

③台風 11 号通過によるアスファルトマットのめくれ等については、越波

水塊の戻り流れや重複波の発生等により激しい擾乱が生じ、アスファ

ルトマットが不安定となったことが原因と推察された。  

④②及び③はあくまで推定であり、詳細な調査・解析を行い、損傷要因を

特定することが必要である。  

⑤再度損傷防止・機能回復のための対策については、サンドパックを洗掘

対策として海側に追加設置する案等が挙げられたが、これについても

詳細な調査・解析結果を踏まえて検討することが必要である。  

⑥現場の安全性の評価については、損傷が確認できない箇所も含めて安

全性を確認したのちに段階的に開放することが妥当である。  
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◆第 9 回技術分科会(平成 26 年 8 月 15 日開催) 資料 9－Ⅱより抜粋 
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◆第 9 回技術分科会(平成 26 年 8 月 15 日開催) 資料 9－Ⅱより抜粋 
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◆第 9 回技術分科会(平成 26 年 8 月 15 日開催) 資料 9－Ⅱより抜粋 
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◆第 9 回技術分科会(平成 26 年 8 月 15 日開催) 資料 9－Ⅱより抜粋 
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◆第 9 回技術分科会(平成 26 年 8 月 15 日開催) 資料 9－Ⅱより抜粋 
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◆第 9 回技術分科会(平成 26 年 8 月 15 日開催) 資料 9－Ⅱより抜粋 
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◆第 9 回技術分科会(平成 26 年 8 月 15 日開催) 資料 9－Ⅱより抜粋 
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◆第 9 回技術分科会(平成 26 年 8 月 15 日開催) 資料 9－Ⅱより抜粋 
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◆第 9 回技術分科会(平成 26 年 8 月 15 日開催) 資料 9－Ⅱより抜粋 
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◆第 9 回技術分科会(平成 26 年 8 月 15 日開催) 資料 9－Ⅱより抜粋 
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◆第 9 回技術分科会(平成 26 年 8 月 15 日開催) 資料 9－Ⅱより抜粋 
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◆第 9 回技術分科会(平成 26 年 8 月 15 日開催) 資料 9－Ⅱより抜粋 
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◆第 9 回技術分科会(平成 26 年 8 月 15 日開催) 資料 9－Ⅱより抜粋 
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◆第 9 回技術分科会(平成 26 年 8 月 15 日開催) 資料 9－Ⅱより抜粋 
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第3章  第 23 回宮崎海岸市民談義所の報告  

 

開催日：平成 26 年 9 月 7 日（日）  

場所：佐土原地区交流センター学習室  

参加した市民：26 名  

議事概要： 

1. 宮崎海岸の侵食対策の概要  

2. 第 22 回宮崎海岸市民談義所の振り返り  

3. 台風通過に伴う埋設護岸の変状について  

4. 宮崎海岸の工事と海岸の状況変化  

5. 今後の予定  

6. その他  

 

台風 11、12 号通過により発生した埋設護岸の一部変状について現地見学会を開催

し、変状について説明し、意見交換を行った。また、効果検証分科会の開催に向けて、

工事・調査の実施状況・予定及び海岸の現況を説明し、意見・要望を募った。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真－ 1 現地見学会の様子(事務局からの説明) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真－ 2 市民連携コーディネータの進行 



21 
 

 

 

◆談義の概要 

 

＜埋設護岸の変状について意見交換＞ 

[市民からの意見] 

・ サンドパックについて、動圧がかかり、砂が吸い出されるため、不等沈下が起

こり持たないのではないかという意見を持つ技術者もいる。実際には現地では

それほどの不等沈下は起こっていないと思うが、今後もっと大きな波浪の来襲

に備えて対策が必要だと考える。  

・ サンドパックの変状は台風 12 号の後(台風 11 号の前)とのことだが、この時の

波浪は大炊田海岸に影響を与えるような規模ではない。このような、規模の小

さな波浪で変状するような施設なのか。現地試験の結果、「絶対に安全が確保

される」と言って工事したのではなかったか。 

・ サンドパックの袋はどこが作っているのか。袋材のメーカーを談義所に呼んで、

破れた原因をメーカーが説明してはどうか。  

・ アスファルトマットは期待した効果は発揮したのか。  

・ アスファルトマットは調査した後、再度引き直す(再設置する)のか。  

・ サンドパック施工区間 1.6km のうち、南側の一部分だけが変状したのはなぜ

か。同じ波が来たはずなのでは。  

・ 石崎川からは台風時(大雨時)に鉄砲水が出る。これも変状の原因ではないか。 

・ 破れたサンドパックは全体の何％だったのか。 

 

[事務局回答] 

・ 変状のメカニズムは推定しているが、今はそれが本当に正しいのか調査してい

る段階である。その結果を元に、対策案を検討し技術分科会に諮る。 

・ 全部で 237 体のサンドパックを置いて、そのうち 8 体に穴があいたりこすれた

りしている。3%くらいである。完全に破れて砂が抜けたのはそのうち南端の 2

体である。  

 

[コーディネータまとめ] 

・ 全国で初めての取り組みなので、ステップアップサイクルとして挙げられてい

るように、現場でやって問題、課題が生じたらそれをみんなで議論して今後に

生かしていく必要がある。  

・ まだ調査中で、分かっていないことが多い中で談義所を開催したのは、早く現

場の状況を皆さんと共有しておきたいという意図とのことだった。談義所を開

いて皆さんの今日のご意見をいただけてよかったと思っている。 
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＜宮崎海岸の事業について＞ 

[市民からの意見・要望] 

・ オーシャンドーム（宮崎市）での水理模型実験など、大規模な検討をしなけれ

ば解決できない問題であると考えている。  

・ 計画では突堤の北側に砂が付くはずだったが、南側についている。アカウミガ

メの上陸も見られている。砂の動きが想定と逆なのではないか。詳細に調査が

必要である。  

・ 動物園東は昨年、一昨年とずっと養浜をやってきているが、今年も流出した。

現在は浜崖が生じて浜に降りられない状態である。また、有料道路のボックス

の水たまりについても、何度発言しても改善されない。地元の意見を聴いて工

事をしてほしい。  

・ 行政はもっと勉強してほしい。海岸侵食で考えなければいけないのは液状化で

ある。目前に迫っている日向灘地震についても検討する必要がある。 

・ 宮崎県は道路、河川、公園など様々な分野で技術が進んでいるので国交省を指

導する気持ちが必要である。  

・ 石崎川河口のコンクリート護岸に波が当たったことがサンドパック変状の原

因ではないか。波の力は強大である。  

・ 砂は北から南に向かっているというが、今回は逆だったのではないか。いま、

大炊田海岸北側の佐土原クリーンパーク排水口付近には土砂がたまっている。

南から北に流れていった土砂ではないか。  

・ 局所的にはコンクリートを使うことも必要ではないか。  

・ 台風で一時的に海岸付近からなくなった土砂は、その後時間をかけて戻ってく

るということはわかっている。今の段階で対策を決めたり、効果を検証したり

しないで、しばらく様子を見た方がいいのではないか。効果検証のスケジュー

ルが早すぎるのではないか。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真－ 3 談義の様子 

 


